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　光林邦彦副理事長が、「労福協は、『福祉はひ
とつ』の理念を軸に、労働者の暮らしを支援し、
共助の輪の拡大に取り組んできました。なかで
も、自主福祉運動の必要性を訴え、その推進を
行うとともに、労働環境の改善、奨学金制度の
改善、格差・貧困の是正や子どもの貧困問題の
解消など福祉面の向上、フードバンク活動の拡
大を重点的に行い、現在のコロナ禍において、
その役割の重要性を実感しています。これら取
り組みへの、連合石川をはじめ、福祉事業団体、
ライフ・サポートセンターの日頃のご支援ご協
力に感謝を申し上げます。」と開会挨拶し、議長
に連合石川の福田佳央代議員を選出した。
　西田満明理事長は、「新型コロナウイルス感
染症の猛威の中での開催につき、小規模・短時
間での開催とさせていただきました。県内でも
299名の感染者、また、亡くなった方も 27名と
なり、亡くなられた方に哀悼の意を表するとと
もに治療中の方の一日も早い回復をお祈りしま
す。さらに、医療関係従事者のご奮闘に感謝申
し上げます。このような状況下において、収入

　石川労福協は、6月 18日（木）フレンドパーク
石川において、第 59回通常総会を書面議決（議
決権行使）書による参加を含め代議員 16名全員
の出席で開催した。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
開催規模を縮小し、かつ、短時間での開催として、
例年出席を呼びかける来賓、地域ライフ・サポー
トセンター代表者の出席を見合わせて行われた。

〔西田理事長〕

第59回通常総会
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（６月 25 日現在）
開催日 曜日 行　　事 会　　場
６月25日 木 北陸労働金庫 通常総会 北陸労働金庫本店他

29日 月 メーデー協賛 グラウンド・ゴルフ大会【中止】 大和町広場
〃　 〃 さわやかＵ 通常総会 フレンドパーク石川

７月２日 木 クヌギ育林ボランティア 珠洲市
６日 月 中央労福協 事業団体・地方労福協会議【Web会議】
８日 水 第１回事業団体連絡会議 フレンドパーク石川

13日 月 中央労福協 公益法人制度に関する研修・情報交換会【Web開催】
27日 月 食とみどり水NW 第３回幹事会 連合石川
29日 水 全国会館協 2019年度第３回幹事会【中止】 広島市
31日 金 こくみん共済 coop石川推進本部 第３回組合員代表者会議 ANA クラウンプラザホテル金沢

石川勤労者共済生協 第65回通常総代会 　　　　　　〃
８月11日 火 第３回三役会議 フレンドパーク石川

17日 月 第３回理事会 ANA ホリデイ・イン金沢スカイ
25日 火 中部労福協 第２回幹事会【Web会議】

これからの行事予定

西田満明理事長が総会開催への感謝の意を述べ
た後、総会同様、短時間での審議として速やか
に議事を進行した。
　中川博専務理事が、報告事項について順に報
告したのに続き、各団体の状況報告がされ、全
ての報告について了承した。
　また、協議事項についても中川博専務理事が
順次提案し、各議案
とも提案どおり満場
一致で承認された。
　新型コロナウイル
ス禍における労福協
の各行事は慎重を期
して参加者の安全の
確保を第一とし、本
年度の活動を進める
こととした。

　労福協は、6月18日（木）の第59回通常総会終
了後、同会場で第2回理事会を開催した。
　理事会では、本年度の各種委員会、各団体委
員について決定したほか、今後予定される会議
等の開催・参加について決定し、全議案とも提
案どおり承認した。
　理事会は、全役員が参加して行われ、冒頭、

が激減し生活に苦しむ方などから救いの手を求
める声が多くなっております。『福祉はひとつ』
のもと労福協の活動が今まさに求められていま
す。これからの活動においても、皆様のご理解
ご協力をお願いします。」と、短時間開催に配慮
して簡潔に挨拶した。
　2019年度一般経過報告、同年度会計報告、同
会計監査報告が順に提案され、満場一致で承認
された。
　続いて、会員団体会費等、役員補欠選任、役
員報酬支払、退任役員慰労金支払に関する各議
案が順次提案され、いずれも満場一致で承認さ

第２回 理事会

れた。
　最後に、狩山久弥副理事長が「新型コロナウイ
ルスの蔓延により社会・経済環境が一変し未曾
有の危機下にあると言えます。これからの社会
を生き抜く上でも一人ひとりの助け合いを軸と
する労福協の出番であると考えます。この力を
発揮する上でも労働団体・事業団体がスクラム
を組み理解し合って、皆のために活躍すること
が必要であり、労福協の活動にこれまで以上の
ご協力をお願いします。」と閉会挨拶し、1時間
足らずで通常総会を終了し、2020年度の活動が
始動した。
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最寄りの営業店は
こちらから

新型コロナウイルス感染拡大の影響により
ローンのご返済や一時的な生活資金にお困りの方へ

① 新たなお借入れをご希望の方

〈ろうきん〉では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、勤務先の事情で収入が減少したり、離職を余儀なくさ
れた方への生活支援策を実施しています。
①新たなお借入れをご希望の方、②ご利用中のローンの返済額等を見直しされたい方は、お気軽に最寄りの営業店
までご相談ください。

勤労者生活支援特別融資制度
〔取扱期間 年 月 日（月）～ 年 月 日（水）〕

※上記金利は 年 月 日現在適用中。
※無担保融資のお一人様の総借入限度額は、 万円以内となります。
※審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。
※返済条件をご変更された場合、別途手数料が必要となります。
※お申込みできる方は、勤続 年以上（離職の場合、雇用保険の失業給付を
受けるための要件を満たしている方）で最終ご返済時の年齢が満 歳
未満の方に限ります。

●ご利用対象者
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
収入が減少された方、離職された方

●ご融資金利 無担保 ・ 固定金利

年１．５％（保証料込）

●お使いみち ・ ご融資額 ・ ご返済期間

●ご返済方法
毎月返済または、毎月返済・ボーナス返済の併用

その他、各自治体との提携融資制度もお取扱いしています。
お客様のニーズにあった商品を丁寧にご提案させていた
だきます。

お使いみち ご融資額 ご返済期間

生活資金 １００万円以内 １０年以内

教育資金 ３００万円以内 ２０年以内

住宅資金 ３００万円以内 ２５年以内

② ご利用中のローンの
返済金等を見直しされたい方

ろうきんローンをご利用中の方

①返済額の減額
返済期間を延長して、
月々の返済額を減額します

②返済条件の変更

毎月返済、ボーナス返済の返済
残高の内訳を変更します
（例）ボーナス返済を止めて

毎月返済のみに変更

③元金返済据置
一定期間元金を据え置き、
お利息のみの支払いとします

●ご利用対象者
・ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
収入が減少された方、離職された方
・ 勤続年数が 年以上の方

※離職された方は離職までの勤続年数が 年以上の方

※審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。

●見直しの内容

●手数料 無 料

●金利 ご利用中のローン金利を適用します

●保証料 ご利用中のローンの保証料を適用します
※返済期間の延長により、追加で保証料が必要と
なる場合がございます。

他金融機関ローンをご利用中の方

他金融機関の住宅ローンや各種ローン、信販・クレ
ジットの借換についてのご相談も承っております。
ローンの見直し、ローンを１つにまとめることで 返済
負担の軽減や返済総額が減少する場合がございます。

※事業資金・投機目的資金・負債整理資金にはご利用いただけません。
※ご融資金額は、生活資金、教育資金、住宅資金合計で 万円以内
となります。ただし、生活資金は１００万円以内となります。



労 福 協

− 4 −

2020年6月25日


